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 [4] 比較検証 

（2）通産省案と文化庁案(22) 

 「レーヒ・スミス米国特許法」におけるグレースピリオド制と先使用の拡大【7】 

 米国特許法 273 条（1999 年）は新たに設けられた規定であり、商業的先使用を理由とし

て 282 条に該当する場合に抗弁権を有するものである。改正前の 273 条はビジネスモデル

特許に関してだけ商業的先使用の抗弁を認めていた。だが、グレースピリオド制を採用し

て先発表主義的になるため、先使用としての抗弁の対象を拡大する必要があった。新しい

規定ではビジネスモデル特許に限定せず、先使用の抗弁が認められることになった。 

商業的先使用を理由とする侵害に対する抗弁について、次の通りである。 

（a）一般のクレームされた発明を侵害していると主張された者は、方法、機械、製品、製

品を構成する組成物その他の商業的方法に関して、以下の場合、282 条（b）の有効性の推

定の抗弁に従い、抗弁権を有する。 

・抗弁権を有する者が、善意に米国内で、商業的に先に使用していた場合で、かつその商

業的先使用が次の何れか早い方を少なくとも 1 年前になされた場合。 

（A）クレームされた特許の有効出願日 

（B）102 条（b）出願 1 年前の開示（新規性の例外）による方法で公衆に開示された日 

（b）本条の抗弁を主張する者は、抗弁について明確かつ説得力のある証拠の立証責任を負

う。 
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